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令和６年１１月２２日

埼玉県ソフトボール協会

５支部、会長・支部長・事務局 様

中・高体連・大学連専門委員長 様

埼玉県ソフトボール協会

会 長 鈴 木 征

理 事 長 磯 谷 理 義

指導者委員会

委 員 長 和 田 博

令和６年度公認スポーツ指導者資格更新の為の研修会
（資格登録更新の為の義務研修）

平素より、ソフトボールの発展にご尽力賜り、指導者育成事業にご理解ご協力を頂き感謝申し

上げます。

標記につきまして、新型コロナの感染拡大により、全国的に義務研修の開催が中止になり受講

出来なかった方々に、日本スポーツ協会から救済が出され、義務研修未受講の方々にも更新登録

の案内が送られていましたが、コロナ関係の規制が解除になり日本スポーツ協会の救済措置も終

了となりました。

よって令和７年９月３０日が有効期限になる方は、その半年前令和７年３月３１日迄に義務研修

が未受講の場合資格登録更新の案内が届かなくなります。

つきましては資格登録更新の為の義務研修を令和６年度事業として、令和７年３月２日（日）

に城西大学を会場に開催の準備をしております、受講募集案内鑑（各位）・開催要項・申込書を

添付送信致しますので、各支部事務局樣から管下の市町村協会（連盟）事務局様に、ご案内頂き

たくお願い申し上げます。

また、中体連・高体連の委員長様にはそれぞれのソフトボール専門委員会ホームページ等に、

大学連委員長様には県内のソフトボールリーグ加盟大学に、公認指導者資格登録更新の為の義務

研修受講募集のご案内をして頂けると大変ありがたく思います。

ご案内用に、案内の鑑（個人用各位）・開催要項・申込書を添付致します、また同じ資料を埼玉

県ソフトボール協会のホームページ、№４各種情報にも掲載させて頂きますのでご利用ください。

なお、新型コロナ感染拡大にともなう行動制限が、現在は解除になっていますが又制限が発令

になった時は、延期中止せざるを得ない場合があることをお含み置き下さい。

本件問合先 大芦 進（埼玉県ソフトボール協会指導者委員会事務局）
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